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本文

裁判事務支援ｼｽﾃﾑ(以下「NAVIUS」という｡ ）の利用について,長期間にわたり御不便と御迷惑をおかけし,誠に申し訳ありませ
ん。 ・

別途お知らせしているとおり,NAvIusに発生した障害については,その原因を究明し洞轄は解消したため, 12月6日(月)から段
階的にNAVIUSの利用を再開します。

利用再開に当たっては,着実かつ安定的な運用のため,別紙記戴の庁からNAVIUSを利用していただきます。
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こついては，別表のとおり，作業が可能な時間を割り振りましたのりましたの

間帯にデータ移行を行ってください。
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NAVIUS利用日時關整表

－－－＝ 一一一一 一一一

｜癖亘 ’利用日 時 間 帯
一

12月6日（月） 1画 ■

13;00～15:001， 1 i5:0p錘加0壽望、川

Ｉ
Ｉ

8:30～10:30” ↓ ﾕ0:30～12:婚

I

’
東京高裁管内 大阪高裁管内 名古屋高裁管内

広島高裁管内

福岡高裁管内

高松高裁管内

｜

｜
I

I

ユ2月7日(火) l <8:30~10:30
- --- -－－－－－ 己 一

I 士賑宣舞毎大阪高裁管

10:30=12:15． －二1， ‐ 13:卯認5:00 "圃一
ﾛ

名古屋高裁管内

広島高裁管内

内 福岡高裁管内

高松高裁管内

東京高裁管内

■

12月8日(水） 1 8:30~10:30 15pOf-'17:00 ,|１
１

10:30～12:15 13:00～15:00

身駕?1 １
日
’
５
８
■

福岡高裁管内

高松高裁管内

東京高裁管内 大阪高裁管内

1
1

1
1

｜

’… 一一一一一

狸月9日(木) 1 ． 8:30aW:30 10:30~翼墾 ー庖唖 15100"780Q. -_. l

、名古屋高裁管内

広島高裁管内

福岡高裁管内

高松高裁管内

東京高裁管内 大阪高裁管内
I

’I

ﾘト
8:30~10:30 _ 1、 10i30-12:15 1ヱ ユ3:00~15:00 15:00二17800 "

犬阪高義管内.一
■ロ

東京高裁管内 名古屋高裁管内

広島高裁管内

福岡高裁管内

高松高裁管内

'－ 12月13日･(月> I .8:30~10130 ■
■

15:00 1 15:"13:00～15:00 15:00～17:00■！ 10:30～12:15

｜ 大阪高裁管内 名古屋高裁管内

広島高裁管内

福岡高裁管内

高松高裁管内

東京高裁管内

’ １
１ 侶輌二師ﾕ2月ﾕ4日（火) I 8:30～10:30 10:30～12:15

|－
■
い
■
且
。

名古屋高裁管内

広島高裁管内

福岡高裁管内
q

高松高裁管内

東京高裁管内 大阪高裁管内

I

１
１

13:00～15:00 ,15800～17:00 ･
■

ユZ月ﾕ5日(水)． 1 8:30~10:30_ I 10:30¥12:15_ l

福岡高裁管内

高松高裁管内

東京高裁管内 大阪高裁管内 名古屋高裁管内
印

広島高裁管内

'1



(別紙) NAVIUS利用庁"(12月6日から）

1高裁刑事事件利用庁全庁

2簡裁刑事事件利用庁全庁

3簡裁民事(調僥支払督促を含む｡）事件のうち’■
4簡民P及び督パソ利用庁のうち，次表記載の庁
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※簡民Pを利用し，督パソを利用していない庁の支払督促事件については， 3に該当
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